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はじめに

　AI（エーアイ＝人工知能）と労働問題につい

て考えるには、その範囲、課題はきわめて広い。

AI の利用・応用範囲が、非常に多方面にわたる

からである。たとえば、AI 搭載の機器が生産過

程・流通過程に導入される場合に限っても、製造

業、運輸・交通業、建設業、商業、金融業、教

育・福祉、介護・医療をはじめとする対人関係の

業界などなど、ほとんどすべての産業分野に関係

してくる。

　本稿では、こうした広範な課題のなかで、とく

に労働問題とのかかわりで、① AI の進化にとも

なう労働過程の変化、② AI「合理化」にともな

う新たな雇用・失業問題、などに絞って、若干の

論点をとりあげてみたい。

　なお、ILO（国際労働機関）が、2019年 ６ 月の

第108回（創立100周年記念）総会で採択した特別

報告『輝かしい未来と仕事』（以下、ILO 報告）

のなかでは、AI と労働問題について、重要な指

摘をしているので、末尾に《参考》として関連部

分を抄訳する。

（注）本稿は、筆者の近著『AI と資本主義』（本の泉社、
2019年 ５ 月）の内容を要約的に利用しつつ、その後の新
しい資料を追加して執筆したものである。より詳しくは、
同書をご参照いただきたい。

AI とは何か？Ⅰ
　AI と労働問題について考察する前に、「AI と

は何か」について基礎的な知識を整理することか

らはじめよう。

　AI とは、Artificial Intelligence（アーティフィ

シャル・インテリジェンス）の略語であり、その

名のとおり、「推論、認識、判断など、人間と同

じ知的な処理能力を持つコンピュータシステム」

（『人工知能学大事典』、共立出版）のことである。

つまり、ハードウェアとしてのコンピュータだけ

でなく、知的な処理能力のソフトウェアが一体と

なったコンピュータシステムである。

　ただし、こうした AI が備えている「知的な処

理能力」は、いまだ研究開発途上にあるために、
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あり方に大きな変化をもたらす可能性がある。そ

れは AI を搭載した労働手段が従来の機械とは異

なる新しい性格と特徴を持っているからである。

　Ⅰの冒頭で述べた AI の定義からも明らかなよ

うに、AI は、「人間と同じ知的な処理能力」を持

つことをめざしているために、従来は人間にしか

できなかった人間労働の精神的作業や情報処理作

業を AI 搭載機器が部分的に代替できるようにな

る。図表 ２は、AI の導入による労働過程の変化

を一覧できるように表わしたものである。この図

で示したように、AI の進化と導入にともなって、

さまざまな変化が労働過程で生まれてくる。

　第 1 に、あらゆる産業分野でコンピュータ労働

（コンピュータを操作する労働）が労働過程の共

通の労働形態になる。こうした傾向は、AI が進

化して応用される以前からコンピュータの発展と

ともに起こってきたのであるが、AI の導入は、

さらにそれを推し進めることになる。コンピュー

タ労働も、文書作成・記録、表計算などの単純な

事務労働のレベルから、AI を操作するデータ・

サイエンティストやプログラマーのような IT（情

報技術）スペシャリストによる高度なレベルの労

働が増えてくる。

　第 2 に、サービス労働、人間関係労働の分野に

おいても、AI 搭載機器を使うことによって機械

つまでに進化した「将来の AI」ではなく、いま

技術的に実現している「現在の AI」を念頭にお

いて話を進めていきたい（図表 1では、「現在の

AI」として中央に縦の半楕円形で囲んである）。

　いま世界的に AI に対する関心が高まり、産

業・社会での応用が進んでいるのは、ディープ

ラーニング
※ 1

という画期的なアルゴリズム（問題解

決の方法）
※2

が登場したことによって、AI の能力

が急激に向上しつつあるからである。この背景に

は、コンピュータの計算能力の飛躍的上昇という

機械工学的な技術の発展、また ５ G
※3

に象徴される

ような通信技術の発展、IoT（Internet of  things：

モノのインターネット）などによりビッグデータ

という膨大な情報の利用が可能になったこと、な

どがある。いずれにせよ、今後、AI の進化にと

もなって AI 搭載機器が産業や社会の各分野で実

装（応用）され、21世紀社会の生産力基盤の中核

を担うようになり、労働過程にもさまざまな影響

をもたらすようになることは間違いない。

AI の進化による労働過程の
変化Ⅱ

　AI の進化と応用は、産業各分野の労働過程の

「将来の AI」まで視野に入

れると、AI の厳密な定義

は AI 研究者のなかでも一

様ではない。10年後、20年

後、あるいはそれ以上の先

まで展望すると、自律的な

意思をもった AI が開発さ

れて、人間並み、あるいは

人間を超えた AI が生まれ

るという予測も論議されて

いる。しかし、本稿では、

そうした自律した意思を持

図表 1　AI とは何か？

「AI の研究」 「現在のAI」

現在のAI
将来のAI

ＡＩのイメージＡＩのイメージ

「将来のAI」

出典：拙著『AI と資本主義』26p

いまだ空想の世界

推論、認識、判断など、
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能力を持つコンピュータ
システム

（応用範囲は広い）
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あらゆる面で人間の
能力を超えたＡＩ

知・情・意を兼ね
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化が進むことになる。たとえば、歩行、食事、入

浴などの際の介護支援ロボットの導入は、すでに

かなりの福祉施設で進められている。医療診断や

法律判例検索など、医師や弁護士などの知的職業

の分野でも、膨大なデータ処理を短時間でおこな

うことのできる AI の利用が進みはじめている。

　第 ３ に、AI の操作は、膨大な情報（ビッグ

データ）を取り込んで処理することが前提となっ

ているが、その労働対象となる情報は、IoT に

よって、労働過程の外部から持ち込まれる。AI

の導入は、IoT によって労働過程の内と外が結び

つくようになることを意味する。企業内部の労働

過程が IoT によって外部とつながることは、企

業活動においてセキュリティの確保という新たな

課題を発生させることになる。

　第 ４ に、これまでの資本制大工業の労働過程に

おいては、労働に含まれる肉体労働の要素と精神

労働の要素が分離され、精神労働を資本が支配す

ることによって資本専制（労働にたいする実質的

包摂）が確立してきた。労働過程の精神的作業を

代替する AI の導入は、労働者に対する資本家の

専制支配の条件に一定の変化をもたらす可能性が

ある。AI「合理化」によって搾取強化のための

「管理・統制」が強化されるか、あるいは新しい

技術的条件と IT スペシャリストの増加のもとで

「管理・統制」の矛盾が拡大するか、その行方は、

労働者のたたかいにかかっている。

なのは、これらの労働過程の変化は、まだ AI の

技術的な特徴にもとづく「可能性」にとどまって

いるということである。AI 導入の社会的経済的

条件、とりわけ資本と労働の対抗関係の在り様に

よって、AI 導入の影響は大きく左右される。

　いずれにせよ AI の進化とその応用にともなっ

て、労働過程の変化は、今後2020年代に入ると急

速に進むと思われる。その実態の具体的な調査と

分析が必要である。とりわけ労働者にとって AI

機器の導入はどのような影響をもたらすのか、労

働組合の果たすべき課題は何か、積極的な研究と

検討が求められている。

AI「合理化」と雇用・失業 
問題Ⅲ

　上述の AI の進化による労働過程の変化の ５ つ

の可能性のうち、とりわけ労働者にとって重大な

のは、第 ５ にあげた AI「合理化」による雇用・

失業問題である。AI と雇用問題の関連について

検討するさいには、二つの側面から考える必要が

ある。一つには、失業増大の問題であり、二つに

は、雇用条件の質的な劣化の問題である。そこ

で、この二つの問題を分けて検討しておこう。

　第 ５ に、AI 導入は、従来の労働過程の技術

的構成の変化にともなう有機的構成の変化を一

段と推し進めて、人減らし「合理化」による相

対的過剰人口を生み出し、失業問題を深刻化さ

せる可能性がある。AI「合理化」による失業

問題は、いま社会的に議論が集中している問題

なので、次項であらためてとりあげることにす

る。

　以上、AI 搭載機器の導入による労働過程の

変化を ５ つの角度からみてきたが、留意すべき

図表 2　AI による労働過程（内と外）の発展

出典：拙著『AI と資本主義』130p

　AIは、労働過程の内部では、対人労働（サービス）を発展させるとともに、
新たに情報（ビッグデータ）の役割を高める。さらに、IoTの発展によって、
労働過程の外部のネットワークを介してビッグデータと結びつくようになる。

労働過程の外部
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こうした個々の企業レベルの「生産性上昇」のた

めの人減らしに拍車をかける危険がある。しか

も、AI の導入は、これまでのような個々の企業、

個々の職場での「合理化」にとどまらずに、ある

職種そのものがそっくり AI や人型ロボットに置

き換わって、社会的に大量失業が発生するのでは

ないかという懸念も生まれている。

　国際的にみるならば、AI の進化にともなう大

量失業が起こるとの懸念については、201３年秋に

発表された英国・オックスフォード大学のフレイ

博士とオズボーン准教授が連名で発表した論文

「雇用の未来─コンピュータリゼーションは仕事

にどう影響するか？」が世界各国で大きな反響を

呼んだことがきっかけになっている。同論文で

は、まさに最新の AI 技術を駆使した方法によっ

て、コンピュータリゼーションによる大量失業の

可能性、たとえば米国の場合は４7％の雇用が危険

にさらされる可能性がある、などという予測を精

緻な確率統計的な分析によって実証してみせたか

らである。同論文は、日本の雇用問題の研究にも

大きな影響を与えた。たとえば、野村総合研究所

がオズボーン准教授らと共同研究した日本の雇用

問題の試算では、AI 導入によって４9％の雇用が

失われる可能性があるなどとしている。

　英国のオズボーン論文の雇用・失業の数値予測

は、現実的条件を無視した前提をもとにしてお

り、それ自体は批判的に検討すべき問題を含んで

いる。たとえば、OECD（経済協力開発機構）が

最近発表したワーキングペーパー（『Automation, 

skills use and training』）では、OECD 加盟国

（３2 ヵ国）の職業の自動化可能性を推計した場

合、自動化可能性が70% を超える職業は1４% と

推測している。筆者も、オズボーン論文を検討

し、その雇用予測について、① AI 導入の経済的

条件が考慮されず、導入時期も不確定なこと、②

労働時間短縮など労働条件改善の可能性を無視し

ていること、の二つの問題点を指摘しておいた
※4

。

　経済産業省が2017年 ５ 月に発表した「新産業構

造ビジョン」では、ICT（情報通信技術）革命、

とりわけ AI などの発展によって、このまま放置

すれば大量失業が生まれる可能性があるとして、

次のように述べている。

「AI やロボット等の出現により、定型労働に

加えて非定型労働においても省人化が進展。

人手不足の解消につながる反面、バックオ

フィス業務等、我が国の雇用のボリューム

ゾーンである従来型のミドルスキルのホワイ

トカラーの仕事は、大きく減少していく可能

性が高い」（同ビジョンの説明資料、14p）。

　同ビジョンの「産業構造の試算」（図表 ３）に

よると、「定型労働に加えて非定型労働において

も省人化が進展」、「ホワイトカラーの仕事は、大

きく減少」するために、「現状放置」の条件の場

合は、従業員数が7３５万人も減少すると試算して

いる。もちろん、この試算は、各産業の雇用者総

数の減少を示すだけであるから、直ちに失業者の

増大を意味するものではない。しかし、大量の失

業者が発生する可能性を示唆しているとみること

はできるだろう。

　すでに金融業界では、ロボットによるオフィス

AI「合理化」による失業

増大の懸念

　資本主義的な経営では、

利潤追求のために、たえず

機械化による人減らし「合

理化」、リストラがおこな

われてきた。AI の進化は、

図表 3　2030 年度の従業員数の推計（2015 年度からの増減数）

（注）2030 年度の従業員数は、生産年齢人口の減少の影響を含めた試算。「現状放置」ケースは、成長率を低く、「変革」
　　ケースは成長率を高く予測する。そのために、「変革」ケースでは従業員数も増大し、従業員数の減り方も少なくな
　　る。さらに、労働力の流動化によって、成長部門の雇用が増えることになっている。
出所：経産省「新産業構造ビジョン」の試算表をもとに筆者が要約。

①粗原料部門
②プロセス型製造部門（中間財等）
③顧客対応型製造部門
④役務・技術提供型サービス部門
⑤情報サービス部門
⑥おもてなし型サービス部門
⑦インフラネットワーク部門
⑧その他
　　　　　合　　　計

（万人）

農林水産、鉱業 等
石油製品、銑鉄・粗鋼、化学繊維 等
自動車、通信機器、産業機械 等
建築、卸売、小売、金融 等
情報サービス、対事業所サービス
旅館、飲食、娯楽 等
電気、道路運送、電信・電話 等
医療・介護、政府、教育 等

278
152
775
2,026
641
654
388
1,421
6,334

197
94
561
1,743
624
574
335
1,472
5,600

▲ 81
▲ 58
▲ 214
▲ 283
▲ 17
▲ 80
▲ 53
51

▲ 735

207
109
658
1,978
713
678
381
1,449
6,173

▲ 71
▲ 43
▲ 117
▲ 48
72
24
▲ 7
28

▲ 161

2015年度
従業員数

2030年度（従業員数と増減数）
変革の場合現状放置の場合
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業務の自動化を意味する RPA（ロボテック・プ

ロセス・オートメーション）の導入が進められて

いる。金融分野の雇用問題については、本特集の

別稿で予定されているのでここでは詳述しない

が、日本の ３ 大銀行グループは、RPA を利用し

た店舗統廃合と人員大幅削減を柱とする「構造改

革」計画を発表して推進しはじめている。

「柔軟で多様な働き方」の名による“デジタル日

雇い労働者”が増大する懸念

　ICT 革命、進化する AI の生産過程への導入に

よる雇用の劣化は、大量失業という形態だけでは

ない。「資本・賃労働関係」そのものにも、新し

い変化を生む可能性がある。

　AI の進化とともに、インターネットに繫がっ

たパソコンやスマホなどを使った自営業者的な就

業形態（プラットフォーム型雇用）の一定の条件

が生まれてきている。ダボス会議（世界経済

フォーラム）の主宰者・クラウス・シュワブは、

『第四次産業革命』（邦訳、日本経済新聞出版社、

201６年）のなかで、ICT 革命や AI の導入によっ

て、プラットフォーム型雇用の形態が可能になる

と強調し、「デジタル経済における企業、特に急

成長するベンチャー企業にとってのメリットは明

確だ。ヒューマン・クラウド・プラットフォーム

が、労働者を従業員ではなく自営業者として扱う

ため、企業は、最低賃金、雇用税、社会保険の支

払い義務を免れる」（６9p）と述べている。

　本稿の「はじめに」で触れた ILO 報告は、「人

工知能、作業の自動化、ロボットといった新しい

テクノロジーの出現により、仕事の世界はかつて

ない規模の変化に直面している」としたうえで、

労働法規による保護の薄い「デジタル日雇い労働

者」（digital day labourers）
※5

の増大によって雇用

条件が劣化する危険について警告している。

　こうしたプラットフォーム型雇用（デジタル日

雇い労働者）は、日本では、当面はまだ限定的な

ものである。しかし、安倍内閣が2017年に決定し

た「働き方改革実行計画」は「柔軟で多様な働き

方」も射程に入れており、昨年強行した「働き方

改革関連法」に続く労働法制のさらなる改悪がも

くろまれている。安倍内閣の「骨太の方針2019」

（2019年 ６ 月）では、次のように述べている。

「メンバーシップ型からジョブ型の雇用形態

への転換、より効率的で成果が的確に評価さ

れる働き方、労働移動の円滑化等を含め、今

後、フェーズⅡの働き方改革に向けて必要な

制度改革や仕組みづくりに取り組む。」

「テレワーク、副業・兼業の拡大、柔軟で多

様な働き方の推進」のために、「就業調整の

是正に向けた環境整備を進める。」

　安倍内閣が推進しつつある「働き方改革」の実

態は、まさに過労死・過労自殺の野放し＝「働き

方改悪」にほかならない。ILO 報告の言う「デジ

タル日雇い労働者」の問題は、日本でも決して軽

視することはできないのである。

AI の導入には、賃下げなし
の労働時間短縮、「真の働き
方改革」が必要

Ⅳ
　資本主義的人減らし「合理化」の手段に AI が

利用されることには強く反対して、働く権利と労

働条件を守る運動が必要である。

　もちろん ICT 革命や AI の進化それ自体は、人

類の科学技術の発展であり、文明の進歩を示して

ドイツの労働協約に関する報道（「しんぶん赤旗」
２018年 ２ 月 ７ 日付）
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いる。AI やロボットなどの技術が発展して、さ

まざまな産業、職種で広範に採用されていくなら

ば、社会全体で労働時間を短縮するなど、労働条

件を大幅に改善する条件が生まれてくる。週４0時

間制を、週３５時間制、さらに週３0時間制へと発展

させていけば、労働時間短縮を進めるのと同時

に、社会全体の雇用を確保することができる。

AI の導入によって、新しい技術に関連する人材

や職種も必要になる。

　しかし、労働時間を短縮するためには、利潤追

求最優先の営利企業に任せておくだけではうまく

いかない。社会的な対応、国家的な政策が必要で

ある。より一貫した国家的・社会的な政策と対

応、労働者・国民の立場からの「真の働き方改

革」のルールを確立しなければならない。

　言うまでもないが、「真の働き方改革」の社会

的・国家的ルールを確立するには、労働者をはじ

め国民的な運動が必要である。労働組合運動は、

そのもっとも重要な推進力となる。労働組合運動

の発展こそ、ルール確立のカギを握っている。

　こうした「真の働き方改革」のルール作りは、

けっして遠い先の話ではない。たとえば、2018年

2 月にドイツの金属労働組合は、粘り強く経営者

と交渉を続けて、賃金を引き下げずに、週28時間

労働制という労働協約を勝ち取った。これは、育

児・介護をする労働者に限定され、最大 2 年間と

いう条件付きであり、さまざまな角度からの検討

が必要だろう。しかし、いずれにせよ労働時間短

縮をめぐる新しい動向として注目される。

むすびに─デジタル技術と 
労働組合運動　

　Ⅰで述べたように、21世紀の中盤には、AI の

技術的進化とともに、その産業的、社会的応用が

急速に進むと予想される。労働者階級の立場か

ら、その動向を軽視せずに、「AI 利用のルール」

を社会的に確立することが必要である。同時にま

た、そうした技術的な進歩を労働組合運動などの

社会進歩のたたかいの武器として利用していくこ

とも求められるだろう。

　先に言及した ILO 報告では、デジタル技術の

発展は労働者の組織化、労働組合などの運動のた

めにも、おおいに活用すべきであると強調して、

次のように指摘している。

「労働者団体は、労働者を組織化するために、

デジタル技術の活用を含め革新的な組織化手法

を採用する必要がある。多様な職場と諸国にま

たがる労働者を、デジタルな手段を通じて組織

化し、インターネットで繋がって共に行動する

という新しい形の活動を展開することが可能で

ある。」（41 ～ 42p）

　とりわけ留意すべきことは、労働者団体は、デ

ジタル技術を活用して職場の外部（多様な職場と

諸国）の労働者と連携し、インターネットで繋

がって新しい戦略を展開できると指摘しているこ

とである。

　18世紀から19世紀にはじまる産業革命は、世界

史的に資本主義的生産様式を確立させ、労働者階

級の形成と発展、労働組合運動展開の道を切り開

いた。現代のデジタル技術と AI の進化は、労働

者階級にとっても、新しい形態の運動を発展させ

る武器を準備しつつあると言えるだろう。

※ 1 　従来の AI は、問題を解くためのルールをコン
ピュータに教え込み、膨大な計算を何度も繰り返して答
えに達した。ディープラーニングでは、人間の脳を模範
にしたネットワークの層をいくつも重ねることでコン
ピュータの学習能力を飛躍的に向上させた。
※ 2 　一般的には、「あらゆる問題を解く論理的手順」と
いう意味であるが、AI 用語では、人間の知能を模して推
論、認識、判断などの処理をおこなう論理的技法を示す。
アルゴリズムを文字や数式で書き表したものがコン
ピュータ・プログラムである。
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※ ３ 　これまで 1 G（1980年代─通話のみ）、 2 G（1990
年代─メールやネットの利用が可能に）、 ３ G（2000年代
─音楽や写真の送受信が可能に）、 ４ G（2010年代─電車
内でも動画が受信可能に）へと、通信のデータ容量や速
度が向上してきた。 ５ G（2020年代）では、さらに飛躍的
に通信技術とそのインフラが発展し、実行速度では ４ G
の100倍に向上するという。
※ ４ 　拙稿「進化する AI、ICT 革命の新段階」（『経済』
2018年 2 月号）：『AI と資本主義』第３章に収録。
※ ５ 　ILO 報告書の「デジタル日雇い労働者」に付され
た（注記）では、ドイツのメルケル首相が2018年 ５ 月1５
日のドイツ連邦議会の演説で使った用語（独語では、

“digitale Tagelöhner”）としている。

《参考》ILO 報告書『輝かしい未来と仕事』の AI

に関する部分の抄訳
　ILO 総会が採択した『輝かしい未来と仕事』（Work 
for a brighter future）は、2017年10月に発足した「仕
事の未来世界委員会」が4回の会合を経て2019年1月にま
とめた報告書（邦訳された文書では全文71ページ）であ
る。なお、報告書を起草した「仕事の未来世界委員会」
には、日本から清

せい

家
け

篤
あつし

教授（慶応義塾学事顧問）が参加
している。
　以下、AI やデジタル経済にかかわる部分を抄訳する

（訳文は、ILO 駐日事務所）。

　「人工知能、自動化、ロボティクスなどのテクノロジー
の進歩は新たな仕事を創り出すが、この移行過程で仕事
を失うことになるのは、新たな機会をつかみとる準備が
最もできていない人々かもしれない。今日のスキルは明
日の仕事には通用しなくなり、新たに習得したスキルも
瞬く間に時代遅れになるかもしれない。このままの流れ
では、デジタル経済は地域間格差およびジェンダー格差
を拡大させていく可能性が高い。そして、プラット
フォーム経済を構成する、クラウドワークのウェブサイ
トやアプリの仲介する仕事は、19世紀からの労働慣行を
再現し、『デジタル日雇い労働者』という将来世代を生み
だす可能性がある。」（18p）

　「我々はまた、人工知能について、仕事に影響する最終
的な決断はアルゴリズムではなく、人間自身が行う『人
間主導』のアプローチを支持する。センサー、ウェアラ
ブル、その他の形態のモニタリングを通じたアルゴリズ
ムに基づく労務管理、監視、統制は、労働者の尊厳を守
るために規制しなければならない。労働者は商品ではな
い。またロボットでもない。
　人工知能、ロボティクス、センサーなどの技術は、仕
事を改善する無数の機会を提供する。たとえばデータマ
イニングの活用による知識の抽出は、労働行政が危険の

高い分野を特定し、労働監督官制度を改善するために役
立つ。アプリやセンサーなどのデジタル技術は、企業と
社会的パートナーがサプライチェーンにおける労働条件
や労働法令順守の監視を容易にする。」（43 ～ 44ｐ）

　「デジタル技術は、労働者保護の効果的な適用に関し
て、新たな課題も提示する。デジタル労働プラット
フォームは、世界各地の多数の労働者に新たな収入の源
泉をもたらすが、その一方で、国際的な管轄をまたぎ仕
事が分散するという性質により、準拠する労働法の順守
状況の監視が困難になる。デジタル労働に対する賃金は
低いことがあり、それはしばしば通常の最低賃金を下回
り、不公正な処遇を是正する公的な仕組みは設けられて
いない。将来的にこのような形態の仕事の拡大が予想さ
れるため、デジタル労働プラットフォームに関して、一
定の最低限の権利と保護を尊重することをプラット
フォーム（およびそのクライアント）に要求する国際的
なガバナンス制度を設けることを推奨する。」（44ｐ）

　「新たな技術は労働者に関する膨大データを生成する。
これは労働者のプライバシーに対する危険を意味する。
データの使用法によっては、他の影響も考えられる。た
とえば、ジョブマッチングで使われるアルゴリズムは、
過去の歴史的な偏見や固定観念を再生産する可能性があ
る。仕事の世界におけるデータの使用とアルゴリズムに
よる労務管理を統制するための規制の整備が必要である。
企業は必ず透明性とデータ保護に関する方針を定め、ど
のような情報が追跡されているかを労働者が把握できる
ようにしなければならない。労働者は職場でのあらゆる
モニタリングについて知らされ、組合への所属状況など、
差別につながる可能性のあるデータの収集については制
限を設けるべきである。労働者は自身のデータへのアク
セス権を与えられ、また、自分の代理または規制当局に
その情報を提供する権利が与えられるべきである。」（44
ｐ）

ともより　ひでたか　1942年生。経済研究者、
元『経済』編集長。著書：『変革の時代、その経済
的基礎』（光陽出版社、2010年）、『「国際競争力」と
は何か』（かもがわ出版、2011年）、『アベノミクス
と日本資本主義』（新日本出版社、2014年）、『「人口
減少社会」とは何か』（学習の友社、2017年）、『AI
と資本主義』（本の泉社、2019年）など。


